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議案等の概要と審議結果
自
民
党
豊
島
区
議
団�（
８
人
）

公

明

党�（
７
人
）

立
憲
・
れ
い
わ�（
６
人
）

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
・
国
民�（
５
人
）

日
本
共
産
党�（
５
人
）

維
新
・
無
所
属�（
４
人
）

無
所
属
元
気
の
会�（
１
人
）

結果

番号 件名 概要
第４１号議案 豊島区立体育施設条例等（一部改正） 区内在住の児童を使用料の減免対象として定めるほか、所要の改正を行う。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第４２号議案 令和 ６年度豊島区一般会計補正予算（第 ３号） 補正予算額： ５,１６３万９,０００円
補正後の額：１,５６６億２,５７４万１,０００円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第４３号議案 豊島区監査委員の選任について 被選任者：星　京子議員 ○ ○ × ○
除斥 × × × 同意

議員提出議案
第 ６号 豊島区議会議員の政治倫理に関する条例 下段をご覧ください。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○：可決等に賛成　×：可決等に反対

能
登
半
島
地
震
義
援
金
を
お
届
け

し
ま
し
た

　

６
年
４
月
２４
日
に
、
池
田
前
議
長
、

西
山
前
副
議
長
が
高
際
豊
島
区
長
、

千
登
世
橋
中
学
校
の
生
徒
と
と
も
に

石
川
県
東
京
事
務
所
を
訪
問
し
、
豊

島
区
議
会
と
し
て
全
議
員
か
ら
募
っ

た
義
援
金
５０
万
円
（
目
録
）
を
お
届

け
し
ま
し
た
。

　

被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら
お
見

舞
い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一

日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
い
た
し
ま

す
。

石川県東京事務所にて

請
負
及
び
指
定
管
理
に
係
る
義
務

（
第
７
条
）

　

議
員
は
、
区
に
対
し
て
請
負
を
す

る
場
合
又
は
区
か
ら
指
定
管
理
者
の

指
定
を
受
け
る
場
合
は
、
法
令
、
条

例
等
を
遵
守
し
、
か
つ
区
民
に
疑
念

を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

請
負
の
報
告
義
務
（
第
８
条
）

　

議
員
は
、
区
に
対
す
る
請
負
が
あ

る
場
合
に
は
、
報
告
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

調
査
請
求
に
つ
い
て
（
第
１０
条
）

　

議
員
が
政
治
倫
理
規
準
や
法
令
等

に
違
反
し
た
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、

議
長
に
対
し
て
調
査
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

（
第
１１
条
・
第
１２
条
）

　

適
正
な
調
査
請
求
が
提
起
さ
れ
た

と
き
は
、
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

遵
守
義
務
違
反
行
為
の
存
否
及
び
措

置
に
つ
い
て
審
査
・
報
告
し
ま
す
。

結
果
の
公
表
（
第
１４
条
）

　

審
査
等
の
概
要
を
区
議
会
だ
よ
り

等
で
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

は
な
り
ま
せ
ん
。

政
治
倫
理
規
準
（
第
５
条
）

　

議
員
は
政
治
倫
理
規
準
を
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
政

治
倫
理
規
準
に
反
す
る
事
実
が
あ
る

と
の
指
摘
を
受
け
た
と
き
は
、
真
相

を
明
ら
か
に
し
、
説
明
責
任
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
遵
守
す
べ
き
事
項
】

・
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止

・�

地
位
を
利
用
し
た
金
品
授
受
の
禁

止
・�

道
義
的
批
判
を
受
け
る
寄
附
（
献

金
）
の
自
粛

・�

不
当
（
不
正
）
な
影
響
力
の
行
使

の
禁
止

・�

反
社
会
的
な
団
体
等
と
の
関
わ
り

の
禁
止

・�
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

の
禁
止

兼
業
の
報
告
義
務
（
第
６
条
）

　

議
員
は
、
自
ら
が
主
と
し
て
収
益

事
業
を
営
む
場
合
な
ど
に
お
い
て
、

兼
業
の
報
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
第
３
回
臨
時
会
に
お
い

て
、「
豊
島
区
議
会
議
員
の
政
治
倫

理
に
関
す
る
条
例
」
を
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

　

本
条
例
は
、
議
員
活
動
の
行
動
基

準
及
び
区
民
に
対
す
る
説
明
責
任
等

を
定
め
、
公
正
で
開
か
れ
た
民
主
的

な
区
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

条
例
の
主
な
内
容

議
会
の
役
割
（
第
２
条
）

　

議
会
は
、
議
員
の
政
治
倫
理
向
上

に
資
す
る
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、

議
員
活
動
の
公
平
性
及
び
透
明
性
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

議
員
の
責
務
（
第
３
条
）

　

議
員
は
、
政
治
倫
理
規
準
及
び
法

令
、
条
例
等
を
遵
守
し
て
活
動
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

区
民
の
役
割
（
第
４
条
）

　

区
民
は
、
議
員
に
対
し
、
政
治
倫

理
規
準
を
逸
脱
す
る
行
為
を
求
め
て

令
和
６
年
台
湾
東
部
沖
地
震
救
援

金
を
送
り
ま
し
た

　

６
年
４
月
３
日
に
発
生
し
た
台
湾

東
部
沖
沿
岸
を
震
源
と
す
る
地
震
で

被
災
さ
れ
た
方
々
を
支
援
す
る
た
め
、

４
月
２５
日
、
豊
島
区
議
会
は
救
援
金

１５
万
円
を
日
本
赤
十
字
社
に
送
り
ま

し
た
。

　

謹
ん
で
ご
報
告
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
心

か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。
当

日
に
区
役
所
９
階
区
議
会
事
務
局
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
（
事
前
予
約
不

要
）。
来
庁
困
難
な
場
合
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

６
月
１９
日
（
水
）
午
後
１
時
～

　
　
　
　
　
本
会
議（
議
案
上
程
等
）

６
月
２５
日
（
火
）
午
前
１０
時
～

　
　
　
　
　

本
会
議（
一
般
質
問
）

６
月
２６
日
（
水
）
午
前
１０
時
～

　
　
　
　
　

本
会
議（
一
般
質
問
）

７
月
９
日
（
火
）
午
前
１０
時
～

　
　
　
　
　

総
務
委
員
会

　
　
　
　
　

区
民
厚
生
委
員
会

７
月
１０
日
（
水
）
午
前
１０
時
～

　
　
　
　
　

都
市
整
備
委
員
会

　
　
　
　
　

子
ど
も
文
教
委
員
会

７
月
１８
日
（
木
）
午
後
１
時
～

　
　
　
　
　

本
会
議
（
採
決
等
）

令
和
６
年
第
２
回
定
例
会

議
会
日
程（
予
定
）

本
会
議
・
委
員
会
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
の
ご
案
内

　

区
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
次

の
会
議
体
の
ラ
イ
ブ
中
継
と
録
画
映

像
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

■
ラ
イ
ブ
中
継

　

本
会
議
、
予
算
特
別
委
員
会
、
決

算
特
別
委
員
会

■
録
画
映
像

　

本
会
議
、
予
算
特
別
委
員
会
、
決

算
特
別
委
員
会
、
各
常
任
委
員
会
、

各
特
別
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会

※
編
集
作
業
の
状
況
に
よ
り
、
予
定

よ
り
遅
れ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

録
画
映
像
は
会
議
終
了
後
、
お
お
む

ね
５
日
後
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

臨
界
前
核
実
験
に
対
す
る

抗
議
文

抗
議
文
を
送
付
し
ま
し
た

　

６
年
５
月
２０
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
対
し
、
抗
議
文
を
送
付
い
た
し

ま
し
た
。

条例制定までのあゆみ

【令和 ４年 ７月】
全議員による議員研修会

「政治倫理について」を開催

【令和 ４年 ９月】
政治倫理検討会を設置し、
条例制定に向けた協議を開始

【令和 ４年 ９月～令和 ５年 ３月】
・�政治倫理検討会において計 ７回の協
議を実施
・�政治倫理条例の核となる政治倫理規
準を決定
・�政治倫理に関する検討状況（令和 ４
年度中間のまとめ）を作成し、来期
の豊島区議会に申し送りを行う

【令和 ５年 ６月～令和 ６年 ４月】
・�政治倫理検討会において計 ７回の協
議を実施
・�新たな議員も加わったため、再度、
全議員による議員研修会「政治倫理
について」を開催
・�「豊島区議会議員の政治倫理に関す
る条例」（素案）に対するパブリッ
クコメントを実施
・�「豊島区議会議員の政治倫理に関す
る条例」（案）を策定

令和 ６年 ５月２７日　条例を議決・制定

豊島区議会議員選挙

豊
島
区
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る

条
例
を
制
定
し
ま
し
た


